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対��・町内在住の18歳以上の方
　  ・スマートフォンを体験してみたい方、または、いまいち使いこなせていない方
定����原則10人（応募者多数の場合、抽選。応募者全員に結果を通知。）
料��無料
申��講座開催月、希望コース（A～D）、氏名、年齢、住所、電話番号、受講経験の有無を記入のうえ、生涯学習課へ提出し
てください。（生涯学習課窓口、郵送、FAX、メール可）

　  ※複数のコースへの申込みや受講経験がある方の申込も可能です
他���スマートフォンはこちらで準備します（スマートフォンの持込可）

開催月 コース 日時 講座内容 場所 締切

9月

A 27日㊌10時～12時 LINEの基礎知識
長与町公民館

２階講座室
9月4日㊊

必着
B 27日㊌13時～15時 スマホを使ってみよう
C 28日㊍10時～12時 アプリを使ってみよう
D 28日㊍13時～15時 スマホカメラを楽しもう

10月

A 25日㊌10時～12時 アプリを使ってみよう
長与北部地区

多目的研修集会施設
1階研修室

10月4日㊌
必着

B 25日㊌13時～15時 LINEの基礎知識
C 26日㊍10時～12時 地図で探してみよう
D 26日㊍13時～15時 スマホカメラを楽しもう

※５月～令和６年３月までの全 44 回（毎月の広報で２か月分ずつ募集）

はじめてのスマートフォン講座

陶芸の館「はじめての陶芸」（秋期）受講生募集

問  生涯学習課　〒 851-2185　嬉里郷 659 番地１　☎ 801-5682　 FAX883-7151　oubo.kyoiku@nagayo.jp

申��・問  生涯学習課　☎801-5682　 FAX　883-7151　oubo.kyoiku@nagayo.jp
　　　 〒851-2185　嬉里郷659-1

時���９月５日㊋、12日㊋、19日㊋、10月３㊋
 　 ９時30分～11時30分（全４回）
対��４回すべてに参加できる初心者の方
内��講座名 はじめての陶芸（秋期）
 　 うつわなどを作りましょう。

春期講座時の作業風景

定����10名（応募多数の場合、町内在住者かつ陶芸の
館利用経験の無い方を優先後、抽選。全員に郵送
で結果通知。）

料����2,400円（実費）
申����生涯学習課窓口にある受講申込用紙、または官製

はがき・FAX・メールのいずれかで申込み。
　   その際、「陶芸教室」「住所」「氏名」「性

別」「電話番号（携帯も）」「陶芸の館の利用
経験の有無」「自家用車使用の有無」を記入す
ること。

〆��８月22日㊋　17時30分必着
他���講師名 柿本　静子（現代美術作家・陶芸の館講師）
　　　　   林田　耕三（大瀬戸町『ごん窯

が ま

』）
　 準備品 エプロン（汚れても良い服装）
　 　　　 古タオル1枚（寄付願います）
　 　　　 マスク（個人判断）
 　※定数の半分に満たない場合は、中止となります。
 　　あらかじめご了承ください。

消費者
注意報

強引に買い取られる、
悪質な「訪問買い取り」に注意!

どんな手口
「不用品を買い取ります」「いらない着物などありま
せんか」などと電話で勧誘して個人宅を訪問し、実
際は家人が売ろうとしていたものでなく、宝石や貴
金属を安値で強引に買い取っていく手口です。これ
らはいわゆる「押し買い」とも言われ特定商取引法
で「訪問購入」として規制されています。

相談事例
自宅に、買い取り業者を名乗る者から、「不用品は
ありませんか、買受け致しますよ」との突然の電話
があった。タンス内には当時高価な値段で購入した
母の古い着物があることに気づき、値段次第で売っ
てもよいかと考え、業者の訪問を許した。来訪した
買い取り業者らは居間に上がり込むと、用意した着
物には査定すらせず、「他にいらないアクセサリーや
指輪はないか、高く買い取る」と長時間にわたり居
座り、困り果てた家人が「査定だけでも・・」と差
し出した母の形見の指輪数点を数千円の安値で半
ば強引に買い取られてしまった。

注意すべきポイント
〇電話での買い取り勧誘には、必要なければきっぱ

りと訪問を断る。
〇事前の連絡もなく、突然訪問してきた買い取り業

者は家に入れないこと。突然の訪問で、買い取り
の勧誘をすることは禁止されています。( 注 : 特
定商取引法第 58 条の 6 第 1 項「不招請勧誘の
禁止」)

〇売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても物
品を見せず、きっぱり断る。売るときは買い取り
業者の氏名、連絡先の確認や契約内容が書かれ
た契約書を必ず受取ること。

〇業者には一人で応対せず、家族などに同席しても
らうと安心です。長時間居座り、退去をお願いし
ても帰らない場合は警察へも連絡しましょう。　

長与町消費生活相談窓口（☎883－1111）　長崎県消費生活センター（☎824－0999）問

訪問買い取りは「訪問購入」にあたり、クーリング・オフが可能です。
困ったときは、長与町相談窓口または長崎県消費生活センターに相談してください。

必要なければ、
きっぱり断りま
しょう。

長与再発見！
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　７月22日・23日、夏の流
はや

り病に罹
かか

らないようにと
いう願いを込め、江戸時代から続く伝統行事「祇園祭」
が行われました。
　今年は吉無田地区が当番をつとめました。22日の「お
下り」では、鉾や神輿の行列が通り、小学生の「なぎな
た使い」が魔祓いの舞などを披露しました。

ぎおんさん（祇園祭）
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